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公布された規則のあらまし

◇鳥取県行政組織規則の一部改正について

１ 規則の改正理由

鳥取県附属機関条例の制定及び配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部改正に伴い、

所要の改正を行う。

２ 規則の概要

(１) 鳥取県附属機関条例の制定に伴い設置される附属機関について、庶務担当機関を定める。

(２) 福祉保健部の所管に属する機関について定めた規則中、引用している配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護に関する法律の題名を配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に改める等の所要

の規定の整備を行う。

(３) 施行期日等

ア 施行期日は、平成26年１月３日とする(２)の一部を除き、公布日とする。

イ 鳥取県事務処理権限規則及び鳥取県会計規則について、所要の規定の整備を行う。

平成25年10月11日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第110号
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規 則

鳥取県行政組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成25年10月11日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県規則第69号

鳥取県行政組織規則の一部を改正する規則

鳥取県行政組織規則（昭和39年鳥取県規則第13号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

目次 目次

第１章・第２章 略 第１章・第２章 略

第３章 附属機関（第18条）

第３章 地方機関 第４章 地方機関

第１節 通則（第18条・第19条） 第１節 通則（第19条・第20条）

第２節 総合事務所（第20条―第22条の９） 第２節 総合事務所（第21条―第22条の10）

第３節～第13節 略 第３節～第13節 略

第４章 附属機関（第159条）

第５章 雑則（第160条） 第５章 雑則（第159条）

附則 附則

（機関の分類） （機関の分類）

第２条 知事の権限に属する事務を処理させるための 第２条 知事の権限に属する事務を処理させるための

組織を構成する機関は、本庁、地方機関及び附属機 組織を構成する機関は、本庁、附属機関及び地方機

関とする。 関とする。

２ 略 ２ 略

３ 附属機関とは、法第138条の４第３項の規定に基

づき設置される附属機関をいう。

３ 略 ４ 略

４ 附属機関とは、法第138条の４第３項の規定に基

づき法律又は条例の定めるところにより設置される

附属機関をいう。

（福祉保健部各課の所掌事務） （福祉保健部各課の所掌事務）

第９条 福祉保健部各課の所掌事務は、次のとおりと 第９条 福祉保健部各課の所掌事務は、次のとおりと

する。 する。

福祉保健課～子育て王国推進局子育て応援課 略 福祉保健課～子育て王国推進局子育て応援課 略

子育て王国推進局青少年・家庭課 子育て王国推進局青少年・家庭課

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略

(５) 配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護 (５) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に
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に関すること。 関すること。

(６)・(７) 略 (６)・(７) 略

子育て王国推進局子ども発達支援課～健康医療局 子育て王国推進局子ども発達支援課～健康医療局

医療指導課 略 医療指導課 略

第３章 附属機関

（附属機関の名称、担任する事務及び庶務担当機関）

第18条 法第138条の４第３項の規定に基づく、附属

機関として置かれたものは、次の表の左欄に掲げる

とおりであり、担任する事務は、それぞれ同表の中

欄に掲げるとおりであり、その庶務は、それぞれ同

表の右欄に掲げる機関においてつかさどる。

庶務担当機
附属機関 担任する事務

関

鳥取県情報 鳥取県情報公開条例（平 県民課

公開審議会 成12年鳥取県条例第２

号）第19条第１項の規定

による開示決定等に係る

不服申立てについての審

議、同条例第７条第６項

の規定による開示請求に

対する決定等に係る報告

の受理及び同条例の施行

に関する重要事項につい

ての知事に対する意見の

具申に関する事務

鳥取県公文書等の管理に 政策法務課

関する条例（平成23年鳥

取県条例第52号）第18条

第１項の規定による特定

歴史公文書等の利用請求

に対する処分についての

審査請求の審議に関する

事務

鳥取県個人 鳥取県個人情報保護条例 県民課

情報保護審 （平成11年鳥取県条例第

議会 ３号）第37条第１項の規

定による個人情報の収集

範囲等及び同条例の運用

に関する重要事項につい

ての実施機関に対する意

見の具申並びに開示決定

等に係る不服申立て等に

ついての審議に関する事

平成25年10月11日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第110号
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務

住民基本台帳法（昭和42 地域振興課

年法律第81号）の規定に

よりその権限に属させら

れた事項についての調査

審議及び知事の諮問に応

じて行う同法第30条の５

第１項の規定による通知

に係る本人確認情報の保

護に関する事項について

の調査審議並びにこれら

の事項についての知事に

対する建議に関する事務

鳥取県防災 災害対策基本法（昭和36 危機管理政

会議 年法律第223号）第14条 策課

第２項の規定による地域

防災計画の作成及びその

実施の推進、災害が発生

した場合における関係行

政機関等の連絡調整等の

防災に関する事務

鳥取県国民 武力攻撃事態等における 危機対策・

保護協議会 国民の保護のための措置 情報課

に関する法律（平成16年

法律第112号）第37条第

２項の規定による国民の

保護のための措置に関す

る重要事項の審議及び当

該重要事項についての知

事に対する意見の具申に

関する事務

鳥取県救急 消防法（昭和23年法律第 消防防災課

搬送高度化 186号）第35条の８第１ （健康医療

推進協議会 項及び第４項の規定によ 局医療政策

る傷病者の搬送及び傷病 課が担当す

者の受入れの実施（以下 る事務を除

「搬送等の実施」とい く。）

う。）に関する基準（以 健康医療局

下「実施基準」とい 医療政策課

う。）に関する協議、実 （傷病者の

施基準に基づく搬送等の 受入れに関

実施に係る連絡調整並び することに

に実施基準及び搬送等の 限る。）

実施に関する事項につい

ての知事に対する意見の
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具申に関する事務

鳥取県固定 地方税法（昭和25年法律 税務課

資産評価審 第226号）第401条の２第

議会 ２項及び第３項の規定に

よる固定資産評価基準の

細目及び固定資産の価格

等の修正に関する知事の

勧告並びにその他固定資

産の評価に関する事項に

ついての調査及び審議に

関する事務

鳥取県公益 公益社団法人及び公益財 行政監察・

認定等審議 団法人の認定等に関する 法人指導課

会 法律（平成18年法律第49

号）によりその権限に属

させられた事項の処理及

び一般社団法人及び一般

財団法人に関する法律及

び公益社団法人及び公益

財団法人の認定等に関す

る法律の施行に伴う関係

法律の整備等に関する法

律（平成18年法律第50

号）第１章第４節第６款

の規定によりその権限に

属させられた事項の処理

に関する事務

鳥取県公共 鳥取県公共事業評価委員 工事検査課

事業評価委 会条例（平成15年鳥取県

員会 条例第８号）第２条の規

定による実施中又は実施

前の公共事業の評価、公

共工事の費用の縮減、公

共工事における環境配慮

物品の使用その他の環境

への配慮及びその他公共

事業に関し客観的な評価

又は検討が必要であると

認められた事項について

の調査審議に関する事務

鳥取県財産 鳥取県財産評価審議会設 行財政改革

評価審議会 置条例（昭和38年鳥取県 局財源確保

条例第６号）第２条の規 推進課

定による県有財産の購

入、売払、交換等につい
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ての価格の調査審議に関

する事務

鳥取県職員 鳥取県職員人材開発セン 行財政改革

人材開発セ ター運営審議会設置条例 局職員人材

ンター運営 （昭和31年鳥取県条例第 開発センタ

審議会 ２号）第２条の規定によ ー

るセンターの運営につい

ての審議に関する事務

鳥取県公務 議会の議員その他非常勤 行財政改革

災害補償等 の職員の公務災害補償等 局福利厚生

認定委員会 に関する条例（昭和42年 課

鳥取県条例第31号）第４

条の規定による職員の公

務又は通勤による災害の

認定に関し必要な事項に

ついての審議に関する事

務

鳥取県公務 議会の議員その他非常勤

災害補償等 の職員の公務災害補償等

審査会 に関する条例第18条の規

定による実施機関が行う

公務上の災害又は通勤に

よる災害の認定、療養の

方法、補償金額の決定そ

の他補償の実施について

の不服申立ての審査に関

する事務

鳥取県人権 鳥取県人権尊重の社会づ 人権局人権

尊重の社会 くり条例（平成８年鳥取 ・同和対策

づくり協議 県条例第15号）第７条第 課

会 ２項及び第３項の規定に

よる人権施策基本方針及

び人権尊重の社会づくり

に関する事項に関しての

知事に対する意見具申に

関する事務

鳥取県立人 鳥取県立人権ひろば21に

権ひろば21 ついて、鳥取県公の施設

指定管理候 における指定管理者の指

補者審査委 定手続等に関する条例

員会 （平成16年鳥取県条例第

67号）第６条第２項及び

第22条第３項の規定によ

る指定管理者の指定に係

る審査に関する事務
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鳥取県私立 私立学校法（昭和24年法 教育・学術

学校審議会 律第270号）の規定によ 振興課（子

る私立大学及び私立高等 育て王国推

専門学校以外の私立学校 進局子育て

並びに私立専修学校及び 応援課が担

私立各種学校の設置等並 当する事務

びにこれらの学校を設置 を除く。）

する法人の設立等につい 子育て王国

ての審議並びにこれらの 推進局子育

学校に関する重要事項に て 応 援 課

ついての知事に対する建 （私立幼稚

議に関する事務 園に関する

こ と に 限

る。）

鳥取県男女 鳥取県男女共同参画推進 男女共同参

共同参画審 条例（平成12年鳥取県条 画推進課

議会 例第83号）第32条の規定

による鳥取県男女共同参

画計画の策定その他男女

共同参画に関する重要事

項の調査審議に関する事

務

鳥取県男女 鳥取県男女共同参画推進 男女共同参

共同参画推 条例第23条の規定による 画 推 進 課

進員 県民若しくは事業者の男 （委員の任

女共同参画に関する苦情 免又は議会

若しくは不服の処理又は 対応に関す

これらの者の権利利益の ることに限

保護に関する事務 る。）

男女共同参

画センター

（苦情又は

不服の処理

に関するこ

と に 限

る。）

鳥取県文化 鳥取県文化芸術振興条例 文化政策課

芸術振興審 （平成15年鳥取県条例第

議会 53号）第17条第１項の規

定による文化芸術の振興

に関する事項の調査審議

及び同条第２項の規定に

よる文化芸術の振興に関

する事項についての知事

に対する意見の具申に関
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する事務

文化観光局 文化観光局の所管に属す

指定管理候 る公の施設（鳥取県立夢

補者審査委 みなとタワーを除く。）

員会 について、鳥取県公の施

設における指定管理者の

指定手続等に関する条例

第５条、第６条第２項及

び第22条第３項の規定に

よる指定管理者の指定に

係る審査に関する事務

鳥取県立夢 鳥取県立夢みなとタワー

みなとタワ について、鳥取県公の施

ー指定管理 設における指定管理者の

候補者審査 指定手続等に関する条例

委員会 第５条及び第22条第３項

の規定による指定管理者

の指定に係る審査に関す

る事務

鳥取県社会 社会福祉法（昭和26年法 福祉保健課

福祉審議会 律第45号）第７条第１項

の規定による社会福祉に

関する事項の調査審議及

び関係行政機関に対する

意見の具申、児童福祉法

（昭和22年法律第164

号）第８条第１項、第２

項、第４項及び第７項の

規定による児童、妊産婦

及び知的障害者の福祉に

関する事項の調査審議、

知事の諮問に対する答申

及び関係行政機関に対す

る意見の具申並びに芸

能、出版物等の推薦及び

それらを製作し、興行す

る者等に対する勧告並び

に母子及び寡婦福祉法

（昭和39年法律第129

号）第７条及び母子保健

法（昭和40年法律第141

号）第７条の規定による

母子家庭の福祉に関する

事項及び母子保健に関す

る事項の調査審議並びに

平成25年10月11日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第110号
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知事の諮問に対する答申

及び関係行政機関に対す

る意見の具申に関する事

務

鳥取県障害 障害者基本法（昭和45年 障がい福祉

者施策推進 法律第84号）第36条第１ 課

協議会 項の規定による障害者計

画の策定又は変更に関す

る知事の諮問に対する答

申、障害者に関する施策

の総合的かつ計画的な推

進について必要な事項の

調査審議及びその施策の

実施状況の監視並びにそ

の施策の推進について必

要な関係行政機関相互の

連絡調整を要する事項の

調査審議、精神保健及び

精神障害者福祉に関する

法律（昭和25年法律第

123号）第９条の規定に

よる精神保健及び精神障

害者の福祉に関する事項

の調査審議並びに知事の

諮問に対する答申並びに

知事に対する意見の具申

並びに障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に

支援するための法律（平

成17年法律第123号）第

89条第６項の規定による

障害福祉計画の策定又は

変更に関する知事の諮問

に対する答申に関する事

務

鳥取県障害 障害者の日常生活及び社

者介護給付 会生活を総合的に支援す

費等不服審 るための法律第97条第１

査会 項の規定による市町村の

介護給付費等に係る処分

についての不服申立ての

審査に関する事務

鳥取県精神 精神保健及び精神障害者 障がい福祉

医療審査会 福祉に関する法律第12条 課（精神保

の規定による定期報告等 健福祉セン
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に係る措置入院者又は医 ターが担当

療保護入院者の入院の要 する事務を

否についての審査（知事 除く。）

が報告を求めた任意入院 精神保健福

者に係るものを含む。） 祉センター

及び入院中の者又はその （入院の要

保護義務者からの退院等 否及び退院

の請求についての審査に 等の請求に

関する事務 ついての審

査処理に関

することに

限る。）

鳥取県福祉 福祉保健部の所管に属す 障がい福祉

保健部指定 る公の施設について、鳥 課（長寿社

管理候補者 取県公の施設における指 会課及び子

選定・審査 定管理者の指定手続等に 育て王国推

委員会 関する条例第５条、第６ 進局子育て

条第２項及び第22条第３ 応援課が担

項の規定による指定管理 当する事務

者の指定に係る審査に関 を除く。）

する事務 長寿社会課

（鳥取県立

皆生尚寿苑

及び鳥取県

立福祉人材

研修センタ

ーに関する

こ と に 限

る。）

子育て王国

推進局子育

て 応 援 課

（鳥取県立

鳥取砂丘こ

どもの国に

関すること

に限る。）

鳥取県介護 介護保険法（平成９年法 長寿社会課

保険審査会 律第123号）第183条の規

定による保険給付に関す

る処分又は保険料その他

の徴収金に関する処分に

ついての不服申立ての審

査に関する事務

鳥取県青少 鳥取県青少年問題協議会 子育て王国
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年問題協議 設置条例（昭和28年鳥取 推進局青少

会 県条例第46号）第１条の 年・家庭課

規定による青少年の指

導、育成、保護及び矯正

に関する総合的施策の調

査審議、関係行政機関相

互の連絡調整並びに知事

に対する意見具申に関す

る事務

鳥取県障害 児童福祉法第56条の５の 子育て王国

児通所給付 ５第１項の規定による市 推進局子ど

費等不服審 町村の障害児通所給付費 も発達支援

査会 又は特例障害児通所給付 課

費に係る処分についての

審査請求の審査に関する

事務

鳥取県東部 感染症の予防及び感染症 健康医療局

感染症診査 の患者に対する医療に関 健康政策課

協議会、鳥 する法律（平成10年法律

取県中部感 第114号）第24条第３項

染症診査協 の規定による感染症の患

議会及び鳥 者、無症状病原体保有者

取県西部感 又はその保護者に対する

染症診査協 就業の制限の通知並びに

議会 感染症の患者又はその保

護者に対する入院の勧

告、入院の期間の延長及

び結核患者又はその保護

者の医療費の県負担の申

請に関し必要な事項の審

議及び知事に対する意見

の具申に関する事務

鳥取県医療 医療法第71条の２第１項 健康医療局

審議会 の規定による同法により 医療政策課

その権限に属させられた

事項の調査審議及び医療

を提供する体制の確保に

関する重要事項の調査審

議に関する事務

鳥取県准看 保健師助産師看護師法

護師試験委 （昭和23年法律第203

員 号）第25条第１項の規定

による准看護師試験の実

施に関する事務

鳥取県国民 国民健康保険法（昭和33 健康医療局



- 13 -

平成25年10月11日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第110号

健康保険審 年法律第192号）第91条 医療指導課

査会 第１項の規定による保険

給付に関する処分（被保

険者証の交付の請求に関

する処分を含む。）又は

保険料その他同法の規定

による徴収金に関する処

分に対する不服の審査に

関する事務

鳥取県後期 高齢者の医療の確保に関

高齢者医療 する法律（昭和57年法律

審査会 第80号）第128条第１項

の規定による後期高齢者

医療給付に関する処分

（被保険者証の交付の請

求又は返還に関する処分

を含む。）又は保険料そ

の他同法第４章の規定に

よる徴収金（県内の市町

村及び鳥取県後期高齢者

医療広域連合が徴収する

ものに限る。）に関する

処分に対する不服の審査

に関する事務

鳥取県麻薬 麻薬及び向精神薬取締法

中毒審査会 （昭和28年法律第14号）

第58条の13第１項の規定

による麻薬中毒者の入院

措置の審査に関する事務

鳥取県環境 環境基本法（平成５年法 環境立県推

審議会 律第91号）第43条第１項 進課

の規定による環境の保全

に関する基本的事項の調

査審議等に関する事務、

鳥獣の保護及び狩猟の適

正化に関する法律（平成

14年法律第88号）及び温

泉法（昭和23年法律第

125号）の規定によりそ

の権限に属させられた事

項の調査審議並びに自然

環境の保全に関する重要

事項の調査審議に関する

事務並びにとっとりの豊

かで良質な地下水の保全
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及び持続的な利用に関す

る条例（平成24年鳥取県

条例第91号）第８条第２

項、第11条第２項及び第

18条第２項の規定による

地下水の保全及び持続的

な利用に関する調査審議

に関する事務

鳥取県環境 鳥取県環境影響評価条例

影響評価審 （平成10年鳥取県条例第

査会 24号）第40条の規定によ

る技術指針、方法書、準

備書及び評価書に対する

知事の意見その他の事項

の調査審議に関する事務

鳥取県廃棄 鳥取県廃棄物処理施設の 循環型社会

物審議会 設置に係る手続の適正化 推進課

及び紛争の予防、調整等

に関する条例（平成17年

鳥取県条例第68号）第30

条の規定による事業者と

関係住民の合意形成に関

する結果の審査等につい

ての知事に対する意見の

具申、廃棄物の処理及び

清掃に関する法律（昭和

45年法律第137号）に基

づく許可の申請又は届出

の審査に関し知事が意見

を求めた事項についての

調査審議、産業廃棄物の

処理に関する重要な事項

についての調査審議並び

に廃棄物処理施設の設置

に係る紛争の予防及び調

整に関する事項について

の知事に対する意見の具

申に関する事務

鳥取県生活 鳥取県生活衛生営業審議 くらしの安

衛生営業審 会条例（平成12年鳥取県 心局くらし

議会 条例第20号）第１条の規 の安心推進

定による生活衛生関係営 課

業の運営の適正化及び振

興に関する法律（昭和32

年法律第164号）の施行
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に関する重要事項及び公

衆浴場入浴料金の統制額

の指定に関し必要な事項

の調査審議に関する事務

鳥取県クリ 鳥取県クリーニング師試

ーニング師 験委員条例（昭和34年鳥

試験委員 取県条例第32号）第１条

の規定によるクリーニン

グ師試験に関する事務

鳥取県調理 鳥取県調理師試験委員条

師試験委員 例（平成15年鳥取県条例

第２号）第１条の規定に

よる調理師試験に関する

事務

鳥取県ふぐ 鳥取県ふぐの取扱い等に

処理師試験 関する条例（平成16年鳥

委員 取県条例第７号）第５条

の規定によるふぐ処理師

試験に関する事務

鳥取県犯罪 鳥取県犯罪のないまちづ

のないまち くり推進条例（平成20年

づくり協議 鳥取県条例第44号）第24

会 条の規定による推進計画

の策定、推進計画に基づ

く防犯施策の実施状況そ

の他犯罪のないまちづく

りに関する重要事項の調

査審議に関する事務

鳥取県交通 交通安全対策基本法（昭

安全対策会 和45年法律第110号）第

議 16条第２項の規定による

交通安全計画の作成及び

その実施の推進、陸上交

通の安全に関する総合的

な施策の企画に関する審

議及びその施策の実施の

推進並びに陸上交通の安

全に関する総合的な施策

の実施に係る関係行政機

関等相互間の連絡調整に

関する事務

鳥取県消費 消費生活の安定及び向上 くらしの安

生活審議会 に関する条例（昭和55年 心局消費生

鳥取県条例第５号）第24 活センター

条の規定による県民の消

平成25年10月11日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第110号



- 16 -

平成25年10月11日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第110号

費生活に関する重要事項

の調査審議及び県民の消

費生活に関する事項に関

しての知事に対する意見

の具申に関する事務

鳥取県景観 鳥取県景観形成条例（平 くらしの安

審議会 成19年鳥取県条例第14 心局景観ま

号）第26条の規定による ちづくり課

景観形成に関する事項の

調査審議及び景観形成に

関する事項についての知

事に対する意見の具申に

関する事務

鳥取県都市 都市計画法（昭和43年法

計画審議会 律第100号）によりその

権限に属させられた事項

の調査審議及び知事の諮

問に応じ都市計画に関す

る事項の調査審議に関す

る事務

鳥取県開発 都市計画法第50条第１項

審査会 に規定する審査請求に対

する裁決その他同法によ

りその権限に属させられ

た事項に関する事務

米子境港都 土地区画整理法（昭和29

市計画事業 年法律第119号）第56条

米子駅前通 第３項の規定による換地

り土地区画 計画、仮換地の指定及び

整理審議会 減価補償金の交付に関す

る事項について同法によ

りその権限に属させられ

た事項の調査審議に関す

る事務

鳥取県屋外 鳥取県屋外広告物条例

広告物審議 （昭和37年鳥取県条例第

会 31号）第11条第１項及び

第２項の規定による広告

物に関する重要事項の調

査審議及び広告物に関す

る重要事項についての知

事に対する建議に関する

事務

鳥取県国土 国土利用計画法（昭和49

利用計画地 年法律第92号）によりそ
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方審議会 の権限に属させられた事

項の調査審議並びに国土

の利用に関する基本的な

事項及び土地利用に関し

重要な事項の調査審議に

関する事務

鳥取県土地 国土利用計画法によりそ

利用審査会 の権限に属させられた事

項の処理に関する事務

鳥取県建築 建築基準法第78条の規定 くらしの安

審査会 による特定行政庁又は建 心局住宅政

築主事等の処分等に対す 策課

る不服申立ての裁定及び

壁面線の指定等に対する

同意並びに同法施行に関

する重要事項の調査審議

に関する事務

鳥取県建築 建築士法第28条の規定に

士審査会 よる２級建築士試験及び

木造建築士試験に関する

事務並びに同法によりそ

の権限に属させられた事

項の処理に関する事務

鳥取県生活 生活環境部の所管に属す 水・大気環

環境部指定 る公の施設について、鳥 境課（緑豊

管理候補者 取県公の施設における指 かな自然課

審査委員会 定管理者の指定手続等に が担当する

関する条例第５条、第６ 事 務 を 除

条第２項及び第22条第３ く。）

項の規定による指定管理 緑豊かな自

者の指定に係る審査に関 然課（鳥取

する事務 県立布勢総

合 運 動 公

園、鳥取県

立東郷湖羽

合臨海公園

及び鳥取県

立氷ノ山自

然ふれあい

館に関する

こ と に 限

る。）

鳥取県中小 中小企業団体の組織に関 経済産業総

企業調停審 する法律（昭和32年法律 室

議会 第185号）の規定により
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商工組合等が締結する組

合協約及び特殊契約に関

する重要事項、中小企業

の事業活動の機会の確保

のための大企業者の事業

活動の調整に関する法律

（昭和52年法律第74号）

第６条第３項に規定する

中小企業団体の構成員た

る中小企業者の経営の安

定に及ぼす影響等に関す

る事項並びに中小企業等

協同組合法（昭和24年法

律第181号）の規定によ

り事業協同組合等が締結

する団体協約に関する重

要事項の調査審議に関す

る事務

鳥取県大規 鳥取県大規模小売店舗立

模小売店舗 地審議会条例（平成12年

立地審議会 鳥取県条例第21号）第２

条の規定による大規模小

売店舗を設置する者がそ

の施設の配置及び運営方

法について配慮すべき重

要事項の調査審議に関す

る事務

地方独立行 鳥取県地方独立行政法人

政法人鳥取 法施行条例（平成18年鳥

県産業技術 取県条例第61号）第２条

センター評 の規定による地方独立行

価委員会 政法人の業務の実績に関

する評価その他地方独立

行政法人法によりその権

限に属せられた事項の処

理に関する事務（地方独

立行政法人鳥取県産業技

術センターに係るものに

限る。）

鳥取県商工 とっとりバイオフロンテ

労働部指定 ィアについて、鳥取県公

管理候補者 の施設における指定管理

審査委員会 者の指定手続等に関する

条例第６条第２項及び第

22条第３項の規定による
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指定管理者の指定に係る

審査に関する事務

鳥取県農業 農業災害補償法（昭和22 農政課

共済保険審 年法律第185号）第131条

査会 第１項及び第143条の２

第２項の規定による農業

共済組合連合会の組合員

が保険に関する事項につ

いて提起する訴の審査並

びに農業災害の発生、予

防及び防止に関する事

項、共済掛金等の適正化

に関する事項その他同法

の運用に関する重要事項

の調査審議に関する事務

鳥取県農林 農林水産部の所管に属す 農政課（生

水産部指定 る公の施設について、鳥 産振興課、

管理候補者 取県公の施設における指 森林・林業

審査委員会 定管理者の指定手続等に 振興局森林

関する条例第５条、第６ づくり推進

条第２項及び第22条第３ 課及び水産

項の規定による指定管理 振興局水産

者の指定に係る審査に関 課が担当す

する事務 る事務を除

く。）

生産振興課

（鳥取県立

とっとり花

回廊及び鳥

取県立鳥取

二十世紀梨

記念館に関

することに

限る。）

森林・林業

振興局森林

づくり推進

課（鳥取県

立とっとり

出合いの森

に関するこ

と に 限

る。）

水産振興局

水産課（鳥
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取県営境港

水産物地方

卸売市場及

び境漁港に

関すること

に限る。）

鳥取県森林 森林法（昭和26年法律第 森林・林業

審議会 249号）第68条第２項の 振興局林政

規定による森林に関する 企画課

重要事項についての知事

に対する答申及び関係行

政庁に対する建議に関す

る事務

鳥取県内水 鳥取県内水面利用調整委 行政監察・

面利用調整 員会条例（平成15年鳥取 法人指導課

委員会 県条例第55号）第２条の （水産振興

規定による内水面の利用 局水産課が

等に係る争いに係るあっ 担当する事

せん及び仲裁に関する事 務及び議会

務 対応に関す

ることを除

く。）

水産振興局

水産課（内

水面の利用

に係る資料

の収集、法

令の調査そ

の他の調査

等に関する

こ と に 限

る。）

行政監察・

法人指導課

及び水産振

興局水産課

（議会対応

に関するこ

と に 限

る。）

鳥取県建設 建設業法（昭和24年法律 県土総務課

工事紛争審 第100号）第25条の規定

査会 による建設工事の請負契

約に関する紛争について

のあっせん、調停及び仲

平成25年10月11日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第110号
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裁に関する事務

鳥取県建設 鳥取県建設工事等入札・

工事等入札 契約審議会条例（平成14

・契約審議 年鳥取県条例第68号）第

会 ２条の規定による建設工

事等の入札及び契約に関

する制度及びその運用状

況、建設工事等の入札及

び契約に係る関係者から

の苦情の処理状況、建設

工事等の入札及び契約に

係る談合その他の不正行

為並びに用地取得等契約

の処理状況についての調

査審議に関する事務

鳥取県土地 土地収用法（昭和26年法 技術企画課

収用事業認 律第219号）第34条の７

定審議会 第１項の規定による同法

の規定によりその権限に

属させられた事項の調査

審議に関する事務

鳥取県採石 鳥取県採石条例（平成15 治山砂防課

場安全対策 年鳥取県条例第72号）第

審議会 12条第１項の規定による

採石認可及びその変更認

可並びに災害防止措置等

に係る命令並びに採石に

係る重要事項についての

審議及び知事に対する意

見の具申に関する事務

鳥取県地方 鳥取県地方港湾審議会条 空港港湾課

港湾審議会 例（昭和49年鳥取県条例

第16号）第１条の規定に

よる県が管理する重要港

湾及び地方港湾に関する

重要事項の調査審議に関

する事務

鳥取県県土 鳥取県立みなとさかい交

整備部指定 流館について、鳥取県公

管理候補者 の施設における指定管理

審査委員会 者の指定手続等に関する

条例第６条第２項及び第

22条第３項の規定による

指定管理者の指定に係る

審査に関する事務

平成25年10月11日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第110号
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鳥取県立大 鳥取県立大山駐車場につ 西部総合事

山駐車場指 いて、鳥取県公の施設に 務所地域振

定管理候補 おける指定管理者の指定 興局西部広

者審査委員 手続等に関する条例第６ 域観光課

会 条第２項及び第22条第３

項の規定による指定管理

者の指定に係る審査に関

する事務

鳥取県立大 鳥取県立大山自然歴史館 西部総合事

山自然歴史 について、鳥取県公の施 務所生活環

館指定管理 設における指定管理者の 境局生活安

候補者審査 指定手続等に関する条例 全課

委員会 第５条及び第22条第３項

の規定による指定管理者

の指定に係る審査に関す

る事務

第３章 地方機関 第４章 地方機関

（定義） （定義）

第18条 略 第19条 略

（内部組織の所掌事務） （内部組織の所掌事務）

第19条 略 第20条 略

（名称、位置及び所管区域） （名称、位置及び所管区域）

第20条 略 第21条 略

（内部組織） （内部組織）

第21条 略 第22条 略

（地域振興局各課の所掌事務） （地域振興局各課の所掌事務）

第22条 略 第22条の２ 略

第22条の２ 略 第22条の３ 略

（福祉保健局各課の所掌事務） （福祉保健局各課の所掌事務）

第22条の３ 福祉保健局各課の所掌事務は、次のとお 第22条の４ 福祉保健局各課の所掌事務は、次のとお

りとする。 りとする。

福祉保健局福祉企画課・福祉保健局福祉支援課 福祉保健局福祉企画課・福祉保健局福祉支援課

略 略

福祉保健局障がい者支援課 福祉保健局障がい者支援課

(１) 略 (１) 略

(２) 要保護女子及び配偶者等からの暴力の被害者 (２) 要保護女子及び配偶者からの暴力の被害者の

の保護に係る相談に関すること。 保護に係る相談に関すること。
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(３)～(６) 略 (３)～(６) 略

福祉保健局健康支援課 略 福祉保健局健康支援課 略

（生活環境局各課の所掌事務） （生活環境局各課の所掌事務）

第22条の４ 生活環境局各課の所掌事務は、次のとお 第22条の５ 生活環境局各課の所掌事務は、次のとお

りとする。 りとする。

生活環境局環境・循環推進課 生活環境局環境・循環推進課

次に掲げる事務（保健所の所掌に属するものを除 次に掲げる事務（保健所の所掌に属するものを除

く。） く。）

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略

(４) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に (４) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に

関する法律（昭和32年法律第164号）の施行に関 関する法律の施行に関すること。

すること。

(５)～(11) 略 (５)～(11) 略

生活環境局生活安全課・生活環境局建築住宅課 生活環境局生活安全課・生活環境局建築住宅課

略 略

（農林局各課の所掌事務） （農林局各課の所掌事務）

第22条の５ 略 第22条の６ 略

第22条の６ 略 第22条の７ 略

（県土整備局各課の所掌事務） （県土整備局各課の所掌事務）

第22条の７ 略 第22条の８ 略

（日野振興センター日野振興局各課の所掌事務） （日野振興センター日野振興局各課の所掌事務）

第22条の８ 略 第22条の９ 略

（日野振興センター日野県土整備局各課の所掌事務） （日野振興センター日野県土整備局各課の所掌事務）

第22条の９ 略 第22条の10 略

（所掌事務） （所掌事務）

第66条 保育専門学院は、児童福祉法（昭和22年法律 第66条 保育専門学院は、児童福祉法第７条第１項に

第164号）第７条第１項に規定する児童福祉施設に 規定する児童福祉施設において児童の保育に従事す

おいて児童の保育に従事する者を養成するための事 る者を養成するための事務を所掌する。

務を所掌する。

（所掌事務） （所掌事務）

第71条 福祉相談センターは、児童及び要保護女子の 第71条 福祉相談センターは、児童及び要保護女子の

福祉並びに配偶者等からの暴力の防止及び被害者の 福祉並びに配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

保護に関する相談についての総合企画及び連絡調整 護に関する相談についての総合企画及び連絡調整を

を行う事務を所掌する。 行う事務を所掌する。

（所掌事務） （所掌事務）

第77条 婦人相談所は、次に掲げる事務を所掌する。 第77条 婦人相談所は、売春防止法（昭和31年法律第
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118号）第34条第２項の規定による要保護女子の保

護更生に関する事務並びに配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護に関する法律（平成13年法律第31

号）第３条第３項の規定による配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護に関する事務を所掌する。

(１) 売春防止法（昭和31年法律第118号）第34条

第２項各号に掲げる要保護女子の保護更生に関す

る事務

(２) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等

に関する法律（平成13年法律第31号）第３条第３

項各号（同法第28条の２において準用する場合を

含む。）に掲げる配偶者暴力相談支援センターの

業務

（所掌事務） （所掌事務）

第82条 障害児入所施設は、次に掲げる事務を所掌す 第82条 障害児入所施設は、次に掲げる事務を所掌す

る。 る。

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略

(４) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支 (４) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律（平成17年法律第123号）第５ 援するための法律第５条第８項に定める短期入所

条第８項に定める短期入所に関すること。 に関すること。

２ 略 ２ 略

（所掌事務） （所掌事務）

第93条 精神保健福祉センターは、県民の精神保健の 第93条 精神保健福祉センターは、県民の精神保健の

向上及び精神障害者の福祉の増進を図るため、次に 向上及び精神障害者の福祉の増進を図るため、次に

掲げる事務を所掌する。 掲げる事務を所掌する。

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略

(５) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (５) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第

（昭和25年法律第123号）第45条第１項の申請に 45条第１項の申請に対する決定及び障害者の日常

対する決定及び障害者の日常生活及び社会生活を 生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

総合的に支援するための法律第52条第１項に規定 第52条第１項に規定する支給認定（精神障害者に

する支給認定（精神障害者に係るものに限る。） 係るものに限る。）に関する事務のうち専門的な

に関する事務のうち専門的な知識及び技術を必要 知識及び技術を必要とするものに関すること。

とするものに関すること。

(６)～(９) 略 (６)～(９) 略

（事務分担） （事務分担）

第158条 略 第158条 略

第４章 附属機関

（附属機関の庶務担当機関）

第159条 鳥取県附属機関条例（平成25年鳥取県条例

53号）第２条第１項の規定により設置された附属

平成25年10月11日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第110号
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機関の庶務担当機関は、次のとおりとする。

附属機関 庶務担当機関

鳥取県教育協働会議 企画課

鳥取県パートナー県政

推進会議

鳥取県個人情報保護審 県民課（地域振興課が

議会 担 当 す る 事 務 を 除

く。）

地域振興課（住民基本

台帳法（昭和42年法律

第81号）第30条の９第

２項に規定する事項の

調査審議する事項に限

る。）

鳥取県情報公開審議会 県民課（政策法務課が

担 当 す る 事 務 を 除

く。）

政策法務課（鳥取県情

報公開条例（平成12年

鳥取県条例第２号）第

22条第２号に掲げる事

項の調査審議に関する

事務に限る。）

鳥取県防災会議 危機管理政策課

鳥取県防災及び危機管

理に関する基本条例見

直し検討委員会

鳥取県版業務継続計画

策定推進会議

鳥取県国民保護協議会 危機対策・情報課

鳥取県原子力防災専門 原子力安全対策課

家会議

鳥取県救急搬送高度化 消防防災課（健康医療

推進協議会 局医療政策課が担当す

る事務を除く。）

健康医療局医療政策課

（傷病者の受入れに関

することに限る。）

鳥取県固定資産評価審 税務課

議会

鳥取県公益認定等審議 行政監察・法人指導課

会

鳥取県内水面利用調整 行政監察・法人指導課

委員会 （水産振興局水産課が
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担 当 す る 事 務 を 除

く。）

水産振興局水産課（内

水面の利用に係る資料

の収集、法令の調査そ

の他の調査等に関する

ことに限る。）

鳥取県公共事業評価委 工事検査課

員会

鳥取県東京アンテナシ 東京本部

ョップ運営会議

鳥取県職員の処分等に 行財政改革局人事企画

係る評価委員会 課

鳥取県知事等の給与に

関する有識者会議

鳥取県事業棚卸し評価 行財政改革局業務効率

者会議 推進課

鳥取県財産評価審議会 行財政改革局財源確保

推進課

鳥取県職員人材開発セ 行財政改革局職員人材

ンター運営審議会 開発センター

鳥取県公務災害補償等 行財政改革局福利厚生

認定委員会 課

鳥取県公務災害補償等

審査会

鳥取県職員一般疾患健

康管理審査会

鳥取県職員精神疾患健

康管理審査会

鳥取県人権尊重の社会 人権局人権・同和対策

づくり協議会 課

鳥取県いじめ問題検証

委員会

鳥取県人権意識調査実

施検討委員会

鳥取県立人権ひろば21

指定管理候補者審査委

員会

鳥取県立人権ひろば21

指定管理施設運営評価

委員会

鳥取県私立学校審議会 教育・学術振興課（子

育て王国推進局子育て

応援課が担当する事務

を除く。）
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子育て王国推進局子育

て応援課（私立幼稚園

に 関 す る こ と に 限

る。）

鳥取県男女共同参画推 男女共同参画推進課

進員 （委員の任免に関する

ことに限る。）

男女共同参画センター

（男女共同参画推進課

が担当する事務を除

く。）

鳥取県男女共同参画審 男女共同参画推進課

議会

鳥取県男女共同参画推

進企業認定委員会

鳥取県東部地区中山間 東部振興監東部振興課

地域振興協議会

鳥取県八頭地区中山間

地域振興協議会

鳥取県文化芸術振興審 文化政策課

議会

鳥取県アーティスト・

リゾート・イン・トッ

トリ事業評価委員会

鳥取県ジュニア美術展

覧会運営委員会

鳥取県美術展覧会運営

委員会

鳥取県文化芸術事業評

価委員会

鳥取県文化功労賞知事

表彰選考委員会

とっとり伝統芸能まつ

り出演団体選定委員会

鳥取県文化観光局指定

管理候補者審査委員会

鳥取県文化観光局指定

管理施設運営評価委員

会

鳥取県社会福祉審議会 福祉保健課

鳥取県社会福祉・保健

サービス評価推進委員

会

鳥取県福祉のまちづく 福祉保健課（くらしの

り推進協議会 安心局住宅政策課が担
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当する事務を除く。）

くらしの安心局住宅政

策課（福祉のまちづく

りのための建築物及び

その敷地の整備基準に

関することに限る。）

鳥取県精神医療審査会 障がい福祉課（精神保

健福祉センターが担当

する事務を除く。）

精神保健福祉センター

（入院の要否及び退院

等の請求についての審

査処理に関することに

限る。）

鳥取県障害者介護給付 障がい福祉課

費等不服審査会

鳥取県障害者施策推進

協議会

鳥取県手話施策推進協

議会

鳥取県体験作文等審査

委員会

鳥取県地域移行支援プ

ロジェクト会議

鳥取県地域依存症対策

推進委員会

鳥取県地域自立支援協

議会

鳥取県福祉保健部指定 障がい福祉課（長寿社

管理候補者審査委員会 会課及び子育て王国推

進局子育て応援課が担

当する事務を除く。）

長寿社会課（鳥取県立

皆生尚寿苑及び福祉人

材研修センターに関す

ることに限る。）

子育て王国推進局子育

て応援課（鳥取砂丘こ

どもの国に関すること

に限る。）

鳥取県福祉保健部指定 障がい福祉課（長寿社

管理施設運営評価委員 会課及び子育て王国推

会 進局子育て応援課が担

当する事務を除く。）

長寿社会課（鳥取県立
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皆生尚寿苑及び福祉人

材研修センターに関す

ることに限る。）

子育て王国推進局子育

て応援課（鳥取砂丘こ

どもの国に関すること

に限る。）

鳥取県介護保険審査会 長寿社会課

鳥取県介護保険事業支

援計画及び老人福祉計

画策定・推進委員会

鳥取県喀痰吸引等研修
かくたん

実施委員会

鳥取県「支え愛」まち

づくり推進プロジェク

トチーム

鳥取県母子保健対策協 子育て王国推進局子育

議会 て応援課

鳥取県青少年問題協議 子育て王国推進局青少

会 年・家庭課

鳥取県有害図書類指定

審査会

鳥取県障害児通所給付 子育て王国推進局子ど

費等不服審査会 も発達支援課

鳥取県子どもの心の診

療ネットワーク会議

鳥取県重症心身障がい

児・者関係医療機関会

議

鳥取県発達障がい者支

援体制整備検討委員会

鳥取県ペアレントメン

ター運営委員会

鳥取県肝炎対策協議会 健康医療局健康政策課

鳥取県がん対策推進県

民会議

鳥取県感染症対策協議

会

鳥取県健口食育プロジ

ェクト事業検討会

鳥取県健康づくり文化

創造推進県民会議

鳥取県心といのちを守

る県民運動

鳥取県食育推進活動知



- 30 -

平成25年10月11日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第110号

事表彰選考委員会

鳥取県地域がん登録あ

り方検討ワーキンググ

ループ

鳥取県特定疾患対策協

議会

鳥取県8020運動推進協

議会

鳥取県よい歯のコンク

ール審査会

鳥取県医療審議会 健康医療局医療政策課

鳥取県准看護師試験委

員

鳥取県看護師養成の抜

本的拡充に向けての検

討会

鳥取県周産期医療協議

会

鳥取県地域医療対策協

議会

鳥取県保健師現任教育

検討会

鳥取県立歯科衛生専門

学校入学者選抜試験委

員会

鳥取県国民健康保険審 健康医療局医療指導課

査会

鳥取県後期高齢者医療

審査会

鳥取県麻薬中毒審査会

鳥取県医療安全推進協

議会

鳥取県薬物乱用対策推

進本部

鳥取県環境審議会 環境立県推進課

鳥取県環境影響評価審

査会

鳥取県公害紛争あっせ

ん委員

鳥取県公害紛争調停委

員会

鳥取県公害紛争仲裁委

員会

鳥取県湖山池環境モニ 水・大気環境課

タリング委員会
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鳥取県地下水研究プロ

ジェクト

鳥取県放射能調査専門

家会議

鳥取県生活環境部指定 水・大気環境課（緑豊

管理候補者審査委員会 かな自然課が担当する

事務を除く。）

緑豊かな自然課（鳥取

県立布勢総合運動公

園、鳥取県立東郷湖羽

合臨海公園及び氷ノ山

自然ふれあい館に関す

ることに限る。）

鳥取県生活環境部指定 水・大気環境課（緑豊

管理施設運営評価委員 かな自然課が担当する

会 事務を除く。）

緑豊かな自然課（鳥取

県立布勢総合運動公

園、鳥取県立東郷湖羽

合臨海公園及び氷ノ山

自然ふれあい館に関す

ることに限る。）

鳥取県衛生環境研究所 衛生環境研究所

調査研究外部評価委員

会

鳥取県廃棄物審議会 循環型社会推進課

鳥取県特定鳥獣保護管 緑豊かな自然課

理検討会

鳥取県外来種検討委員

会

鳥取県氷ノ山グリーン

エコリゾート推進協議

会

鳥取県交通安全対策会 くらしの安心局くらし

議 の安心推進課

鳥取県クリーニング師

試験委員

鳥取県生活衛生営業審

議会

鳥取県調理師試験委員

鳥取県犯罪のないまち

づくり協議会

鳥取県ふぐ処理師試験

委員

鳥取県食の安全推進会
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議

鳥取県動物愛護推進協

議会

鳥取県消費生活審議会 くらしの安心局消費生

活センター

鳥取県屋外広告物審議 くらしの安心局景観ま

会 ちづくり課

鳥取県開発審査会

鳥取県景観審議会

鳥取県国土利用計画地

方審議会

鳥取県都市計画審議会

鳥取県土地利用審査会

米子境港都市計画事業

米子駅前通り土地区画

整理審議会

米子駅前通り土地区画

整理事業評価員

鳥取県建築士審査会 くらしの安心局住宅政

鳥取県建築審査会 策課

鳥取県経済成長戦略会 商工政策課

議

鳥取県経済・雇用振興

キャビネット

鳥取県雇用創造１万人

推進会議

鳥取県グリーン商品認 立地戦略課

定審査会

鳥取県次世代環境産業

創出プロジェクト検討

委員会

鳥取県中小企業調停審 経済産業総室

議会

鳥取県大規模小売店舗

立地審議会

地方独立行政法人鳥取

県産業技術センター評

価委員会

鳥取県医工連携推進プ

ロジェクト推進委員会

鳥取県経営革新計画承

認審査会

鳥取県経営革新大賞表

彰審査委員会

鳥取県知的財産マネジ
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メント委員会

鳥取県トライアル発注

対象製品等選定会議

鳥取県商工労働部指定

管理候補者審査委員会

鳥取県商工労働部指定

管理施設運営評価委員

会

鳥取県技能者表彰候補 雇用人材総室

者選考委員会

鳥取県農業共済保険審 農政課

査会

鳥取県優秀経営農林水

産業者等被表彰者審査

会

鳥取県農林水産部指定 農政課（生産振興課、

管理候補者審査委員会 森林・林業振興局森林

づくり推進課及び水産

振興局水産課が担当す

る事務を除く。）

生産振興課（とっとり

花回廊及び鳥取二十世

紀梨記念館に関するこ

とに限る。）

森林・林業振興局森林

づくり推進課（鳥取県

立とっとり出合いの森

に 関 す る こ と に 限

る。）

水産振興局水産課（鳥

取県営境港水産物地方

卸売市場及び境漁港に

関することに限る。）

鳥取県農林水産部指定 農政課（生産振興課、

管理施設運営評価委員 森林・林業振興局森林

会 づくり推進課及び水産

振興局水産課が担当す

る事務を除く。）

生産振興課（とっとり

花回廊及び鳥取二十世

紀梨記念館に関するこ

とに限る。）

森林・林業振興局森林

づくり推進課（鳥取県

立とっとり出合いの森
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に 関 す る こ と に 限

る。）

水産振興局水産課（鳥

取県営境港水産物地方

卸売市場及び境漁港に

関することに限る。）

鳥取県立農業大学校外 農業大学校

部評価委員会

鳥取県有機・特別栽培 生産振興課

農産物等推進協議会

鳥取県和牛改良委員会 畜産課

鳥取県和牛再生ステッ

プアップ協議会

鳥取県農業農村整備事 農地・水保全課

業の環境配慮に係る意

見交換会

鳥取県みんなで取り組

む農業農村保全活動推

進委員会

鳥取県農林水産部試験 農林総合研究所企画総

研究機関の試験研究に 務課

係る外部評価委員会

鳥取県和牛産肉能力検 農林総合研究所畜産試

定委員会 験場

鳥取県森林審議会 森林・林業振興局林政

鳥取県林業普及指導事 企画課

業外部評価検討会

鳥取県森林環境保全税 森林・林業振興局森林

関連事業評価委員会 づくり推進課

鳥取県伝統工芸認定委 市場開拓局市場開拓課

員会

とっとり県産品利用促 市場開拓局食のみやこ

進協議会 推進課

鳥取県「食のみやこ鳥

取県」特産品コンクー

ル審査会

鳥取県ふるさと認証食

品協議会

鳥取県建設工事等入札 県土総務課

・契約審議会

鳥取県建設工事紛争審

査会

鳥取県土地収用事業認 技術企画課

定審議会

鳥取沿岸の砂浜海岸復
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元・港内堆砂抑制に向

けた技術検討委員会

鳥取県コンクリート耐

久性等の品質向上検討

委員会

鳥取県新技術等実現化

調査検討委員会

鳥取県岩美海岸（陸上 河川課

地区）侵食対策検討委

員会

鳥取県大路川流域治水

対策協議会

鳥取県河川委員会

鳥取県採石場安全対策 治山砂防課

審議会

鳥取県市瀬地区土砂崩

落調査委員会

鳥取県土砂災害警戒情

報検討委員会

鳥取県地方港湾審議会 空港港湾課

鳥取県立みなとさかい

交流館運営等協議会

鳥取県県土整備部指定

管理候補者審査委員会

鳥取県県土整備部指定

管理施設運営評価委員

会

鳥取県中部地区中山間 中部総合事務所地域振

地域振興協議会 興局中山間地域振興チ

ーム

鳥取県中部福祉事務所 中部総合事務所福祉保

老人ホーム入所調整委 健局福祉企画課

員会

鳥取県中部感染症診査 中部総合事務所福祉保

協議会 健局健康支援課

鳥取県中部圏域がん対

策推進会議

鳥取県中部地域歯科保

健推進協議会

鳥取県中部保健医療圏

地域保健医療協議会

鳥取県中部保健医療圏

の産科・小児科医療体

制検討会

鳥取県中部総合事務所 中部総合事務所農林局
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農林局倉吉農業改良普 倉吉農業改良普及所

及所普及指導活動評価

検討会

鳥取県中部総合事務所 中部総合事務所農林局

農林局東伯農業改良普 東伯農業改良普及所

及所普及指導活動評価

検討会

鳥取県立大山駐車場指 西部総合事務所地域振

定管理候補者審査委員 興局西部広域観光課

会

鳥取県立大山駐車場指

定管理施設運営評価委

員会

鳥取県西部地区中山間 西部総合事務所地域振

地域振興協議会 興局中山間地域振興チ

ーム

鳥取県西部福祉事務所 西部総合事務所福祉保

老人ホーム入所調整委 健局福祉支援課

員会

鳥取県西部感染症診査 西部総合事務所福祉保

協議会 健局健康支援課

鳥取県西部圏域がん対

策推進会議

鳥取県西部地域歯科保

健推進協議会

鳥取県西部保健医療圏

地域保健医療協議会

鳥取県立大山自然歴史 西部総合事務所生活環

館指定管理候補者審査 境局生活安全課

委員会

鳥取県立大山自然歴史

館指定管理施設運営評

価委員会

鳥取県西部総合事務所 西部総合事務所農林局

就農計画認定審査委員 農林業振興課

会

鳥取県西部総合事務所 西部総合事務所農林局

農林局西部農業改良普 西部農業改良普及所

及所普及指導活動評価

検討会

鳥取県西部総合事務所

農林局西部農業改良普

及所大山普及支所普及

指導活動評価検討会

鳥取県日野地区中山間 西部総合事務所日野振
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地域振興協議会 興センター日野振興局

地域振興課

鳥取県西部総合事務所 西部総合事務所日野振

日野振興センター就農 興センター日野振興局

計画認定審査委員会 農林業振興課

鳥取県西部総合事務所 西部総合事務所日野振

日野振興センター日野 興センター日野振興局

振興局日野農業改良普 日野農業改良普及所

及所普及指導活動評価

検討会

鳥取県新鳥取県史編さ 公文書館

ん委員会

鳥取県東部福祉保健事 東部福祉保健事務所福

務所老人ホーム入所調 祉企画課

整委員会

鳥取県東部感染症診査 東部福祉保健事務所健

協議会 康支援課

鳥取県東部圏域がん対

策推進会議

鳥取県東部地域歯科保

健推進協議会

鳥取県東部保健医療圏

地域保健医療協議会

鳥取県自立支援医療費 精神保健福祉センター

（精神通院医療）支給

認定・精神障害者保健

福祉手帳交付判定会

鳥取県立産業人材育成 産業人材育成センター

センターコンピュータ 倉吉校

制御科運営推進協議会

鳥取県立産業人材育成

センター土木システム

科運営推進協議会

鳥取県立産業人材育成

センター木造建築科運

営推進協議会

鳥取県立産業人材育成

センター総合実務科運

営推進協議会

鳥取県立産業人材育成 産業人材育成センター

センター自動車整備科 米子校

運営推進協議会

鳥取県立産業人材育成

センター設計・インテ

リア科運営推進協議会
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鳥取県立産業人材育成

センターデザイン科運

営推進協議会

鳥取県東部農林事務所 東部農林事務所農林業

就農計画認定審査委員 振興課

会

鳥取県東部農林事務所 東部農林事務所八頭事

八頭事務所就農計画認 務所農林業振興課

定審査委員会

鳥取県東部農林事務所 東部農林事務所鳥取農

鳥取農業改良普及所普 業改良普及所

及指導活動評価検討会

鳥取県東部農林事務所 東部農林事務所八頭事

八頭事務所八頭農業改 務所八頭農業改良普及

良普及所普及指導活動 所

評価検討会

鳥取県男女共同参画セ 男女共同参画センター

ンター運営協議会

２ 鳥取県附属機関条例第２条第３項の規定により設

置される附属機関の庶務担当機関は、同条第４項の

規定により告示するものとする。

（所掌事務の主管の判定） （所掌事務の主管の判定）

第160条 略 第159条 略

附 則

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第77条の改正規定は、平成26年１月３日から施行する。

（鳥取県事務処理権限規則の一部改正）

２ 鳥取県事務処理権限規則（平成８年鳥取県規則第32号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（定義） （定義）

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語 第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語

の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 る。

(１)～(10) 略 (１)～(10) 略

(11) 地方機関 組織規則第２条第３項に規定す (11) 地方機関 組織規則第２条第４項に規定す

る機関をいう。 る機関をいう。

(12)～(19) 略 (12)～(19) 略

(20) 総合事務所内局長 組織規則第21条各項の (20) 総合事務所内局長 組織規則第22条各項の

表の左欄に掲げる局等地域振興局、福祉保健 表の左欄に掲げる地域振興局、福祉保健局、生

局、生活環境局、農林局、県土整備局、米子県 活環境局、農林局、県土整備局、米子県土整備

土整備局、日野振興局及び日野県土整備局の長 局、日野振興局及び日野県土整備局の長をい
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をいう。 う。

（鳥取県会計規則の一部改正）

３ 鳥取県会計規則（昭和39年鳥取県規則第11号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（定義） （定義）

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語 第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語

の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 る。

(１) 略 (１) 略

(２) 機関 鳥取県行政組織規則（昭和39年鳥取 (２) 機関 鳥取県行政組織規則（昭和39年鳥取

県規則第13号）第２条第３項に規定する地方機 県規則第13号）第２条第４項に規定する地方機

関並びに鳥取県教育委員会事務局等組織規則 関並びに鳥取県教育委員会事務局等組織規則

（昭和39年鳥取県教育委員会規則第５号）第２ （昭和39年鳥取県教育委員会規則第５号）第２

条第４項に規定する地方機関及び同条第６項に 条第４項に規定する地方機関及び同条第６項に

規定する教育機関並びに警察署の名称、位置及 規定する教育機関並びに警察署の名称、位置及

び管轄区域に関する条例（昭和29年鳥取県条例 び管轄区域に関する条例（昭和29年鳥取県条例

第30号）別表に規定する警察署をいう。 第30号）別表に規定する警察署をいう。

(３)～(６) 略 (３)～(６) 略


